
 

 

第Ⅱ期基本計画別表 厚生労働省関係部分（抜粋）（平成 26年 3月 25日閣議決定） 

 

別表 今後５年間に講ずる具体的施策 

「第２ 公的統計の整備に関する事項」部分 

 

項 目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期 
 

３ 人口・社会、

労働関連統

計の整備 

(1) 社会保障

全般に関す

る統計の整

備 

 

◎ 社会保障費用統計の公表時期の早期化、ＩＬ

Ｏ基準に基づいた制度間移転のクロス集計の充

実及び集計項目の細分化に努める。 
 

 

厚生労働

省 

 

平成26年度か

ら実施する。 

 

○ 医療、福祉及び介護に関連する統計について、

統計の利便性、有用性等の向上を図るため、こ

れらの分野における統計体系の全体像を整理

し、公表する。 
 

 

厚生労働

省 

 

平成26年度末

までに実施す

る。 

 

(2) 人口減少

社会やワー

ク・ライフ・

バランスに

対応した統

計の整備 

 

◎ 国民生活基礎調査（基幹統計調査）の所得票

及び貯蓄票を用いた調査結果において、都道府

県別表章が可能となるよう標本規模を拡大する

ことについて、試験調査等を実施し、その結果

を踏まえて検討する。 
 

 

厚生労働

省 

 

平成28年調査

の企画時期ま

でに結論を得

る。 

 

○ 21世紀出生児縦断調査（平成13年出生児）の

調査対象者が平成25年度に中学生になったこと

を勘案し、関係府省との調整を含め、今後の調

査の方向性や調査内容について検討する。 
 

 

厚生労働

省 

 

平成26年度末

までに結論を

得る。 

 

（注） 「具体的な措置、方策等」欄について、基幹統計に係る事項を「◎」とし、その他の公

的統計に係る事項を「○」とした。 
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